
下請法を学ぼう！
第６回：最終回

　下請代金支払遅延等防止法（下請法）は、下請取引の公正化、下請
事業者の利益の保護等を図ることを目的とした法律です。本欄では、
下請法について、数回に分けて解説してきました。「下請法を学ぼう！」
最終回は、「下請代金の減額の禁止」についてです。

「下請事業者に責任がある」として、下請代金の額を減じることができるのは、次の場合に限られています。
①下請事業者の給付の内容に瑕疵（不良品の納入、納期遅れ等）があるとして、受領拒否又は返品した場合に、その給付に係る下請代金の額を減じるとき。
②下請事業者の給付の内容に瑕疵があるとして、受領拒否又は返品できるのに、親事業者が自ら手直しをした場合に、手直しの費用分を減じるとき。
③瑕疵の存在又は納期遅れ等により商品の価値が低下したことが明らかな場合に、客観的に相当と認められる額を減じるとき。

下請代金の減額の禁止（下請法第４条第１項第３号）
　親事業者が、発注時に定めた下請代金（発注書面、契約書、単価表等に記載された金額）を、「下請事業者の責めに帰すべき理由」がないのに、
発注後に減じて支払うと、「下請代金の減額」として下請法違反となります。

減額に該当する行為には次のようなものがあります。
「新単価の遡及適用による減額」
●親事業者は、単価引下げの合意が得られた下請事業者に対し、単価引下げの合意日前に発注したものについても新単価をさかのぼって適用し、
下請代金から従来の単価と新単価との差額に相当する金額を差し引くことにより下請代金の額を減じていた。
「下請代金から一定の金額を差し引いて支払うことによる減額」
●親事業者は、「歩引き」と称し、下請代金から一定率を乗じて得た金額を差し引いて支払うことにより下請代金の額を減じていた。
「金利引きによる減額」
●親事業者は、下請代金の額が一定金額以上の場合、原則として手形払にしているが、現金での支払を希望する下請事業者に対し、自社の短
期調達金利相当額を超える額を「割引手数料」として下請代金から差し引いて支払うことにより下請代金の額を減じていた。
「１円以上の単位の切捨てによる減額」
●親事業者は、支払時に100円未満の端数を切り捨てることにより下請代金の額を減じていた。
「原材料価格の下落を理由とした減額」
●親事業者は、発注後、下請事業者の仕様する原材料の市場価格が下落したことから、下落分を値引きするよう要請し、一定額を下請代金から差し引いて支
払うことにより下請代金の額を減じていた。
　下請法では、値引き、協賛金、歩引き等、名目、方法、金額の多少を問わず、また、下請事業者との間で合意があったとしても、その内容が下請事業者の責任のない理由
により下請代金から減じるものであれば減額として問題となりますので、親事業者は、下請法に違反することのないよう、下請代金の支払については十分留意してください。
　「下請法を学ぼう！」と題して、これまで、６回に渡り、下請法の適用範囲、親事業者の義務、違反行為について解説してきましたが、更に
詳しく知りたい方、疑問がある方は下記問い合わせ先までご連絡ください。
　また、公正取引委員会のホームページでは、下請法を分かりやすく解説した動
画を配信しているほか、下請法を解説したパンフレットも多数ありますので、社
内研修などにお役立てください。
詳細はこちら→ http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html
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